
 

 

 

 

「指定訪問看護」 

「指定介護予防訪問護」 
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」 
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訪問看護重要事項説明書 

＜２０２４年４月１日現在＞  

 

１ 訪問看護事業者（法人）の概要  

事 業 所 名  社会福祉法人 同和園 

代表者名 理事長  亀谷 英央 

所在地・連絡先  

（住所）  

  〒６０１－１３７１ 

   京都市伏見区醍醐上ノ山町１１番地 

（電話）０７５－５７１－００１０ 

 (FAX)  ０７５－５７１－０４７３ 

 

 

２ 事業所の概要  

（１） 事業の目的 

社会福祉法人同和園が開設する同和園訪問看護ステーション（以下、「事業所」と

いう。）が行う指定訪問看護、指定介護予防訪問看護の事業（以下、「事業」とい

う。）の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めます。

要介護状態もしくは要支援状態にある者に対し、適正な指定訪問看護、指定介護

予防訪問看護を提供することを目的とします。 

 

（２）事業所名称及び事業所番号  

 事 業 所 名   同和園訪問看護ステーション 

所在地・連絡先  

（住所）  

  〒６０１－１３７１ 

   京都市伏見区醍醐上ノ山町１１番地 

（電話）０７５－５７１－０８０５ 

 (FAX) ０７５－５７１－０８１５ 

指定年月日  平成２８年１１月２１日 

事 業 所 番 号   ２６６０９９０３９７ 

管理者の氏名    瓦葺 美和 

 



 

 

 

（３）事業所の職員体制  

管理者兼看護師 １名 

看護師 ２．５名以上 

理学療法士等 適当数 

事務員 １名 

 

 

 

（４）事業の実施地域  

京都市山科区・伏見区醍醐支所管内。 

＊上記の地域以外でも、状況によりご相談に応じます。  

  

 

（５）営業日及び営業時間  

  

 

営業日  月曜日から土曜日 

営業時間 ８時３０分から１７時３０分 

休業日 
日曜日 

１２月３１日～１月３日 

   

＊緊急時訪問看護の契約をされている方は、営業日、営業時間に関係なく 対応

させていただきます。  

 

 

３ 事業所の運営方針 

(１)同和園訪問看護ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえ、居

宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、生

活全般にわたる援助を行うとともに、安心して在宅療養が継続出来るよう支援し

ます。 

訪問看護の実施にあたっては、医療機関（主治医）、居宅介護支援事業者その他

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携を図るとともに関

係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努めます。 

 



 

 

(２)事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施

設の人員、設備及び運営の基準等に関する条 例（平成 25年 1月 9 日京都市条例

第 39 号）」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成 11 年 厚生省令第 37号）」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予 防のための効果的な支援

の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 35 号）」等に定める内容を遵守

し、事業を実施するものとします。 

 

 

４ 訪問看護の内容 

（１） 当事業所行う行は利用者の心身機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う 

ことを目的として、次に掲げる事業を行います。 

① 指定訪問看護計画書、指定介護予防訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家

族への説明、提供する。利用者の希望、主治医の指示書及びケアプラン、心身の

状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容

を記載し、利用者に提供します。 

② 指定訪問看護計画書、指定介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供 

③ 訪問看護報告書、介護予防訪問看護報告書の作成 

④ 主治医等関係者への情報提供 

 

 （２）援助内容 

  療養上のサポート、病状の観察、医師の指示による医療処置、 

医療機器の管理、リハビリテーション、終末期のケア、 

認知症ケア、介護予防、家族等の介護支援・相談・助言など 

 

 

５ 利用料  

(１)利用料金 

   利用料金表（別紙）のとおり(自己負担割合によって異なります) 

※別紙料金表参照 

 

(２) 交通費  

   事業実施範囲地域以外の地域にお住まいの方は、下記のとおり交通費の 

実費が必要となります。  

  実施地域を超えて、1キロメートルあたり２００円。 

 



 

 

（３）その他の費用  

①サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者の負

担となります。  

  ②死後の処置料 １５，０００円(夜間、休日は２０，０００円) 

③保険給付外の自費サービス利用 ６０分 ５，０００円 (夜間、休日は５０%増

し) 

 

（４）キャンセル料  

サービスの利用をキャンセルする際には、速やかに当事業所にご連絡下さい。 

看護師等が訪問した際に利用者が不在であり、サービスが提供出来なかった 

場合には、キャンセル料(１，０００円)が発生します。 

但し、予定訪問日の前日までにご連絡を頂いた場合には、キャンセル料は発生致

しません。 

  

（５）利用料等のお支払方法  

利用料金は１ヶ月ごとに計算し、翌月１５日までに請求書を発行します。 

月末までに以下のいずれかの方法でお支払いください。 

※支払い方法は①指定金融機関口座からの自動引き落とし 

②現金（事業者へ手渡し）③指定金融機関口座へのお振込み 

     ※入金確認後、領収証を発行します。  

 

 

６ サービス提供に関わる証明書類 

医療保険被保険者証、特定医療費(指定難病受給者証)その他サービス提供に関わ

る証明書類に変更があった際は、速やかに事業所へお知らせ下さい。 

   また、毎月被保険者証等を確認させて頂きますのでご提示お願い致します。 

 

 

７ 緊急時の対応 

サービス提供を行っている時に利用者に病状の変化等が生じた場は、必要に応じ

て臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医へ連絡し指示を求める等の

必要な措置を講じるとともに管理者に報告をする。主治医への連絡が困難な場合

は、緊急搬送等の必要な対応を行います。 

なお、緊急時訪問看護加算の契約を行っている場合は、 

営業時間外においても、訪問看護ステーション直通電話から、オンコール担当者

の携帯電話に転送し、２４時間対応できる体制を整えています。 

 

 

 



 

 

 

８ 秘密の保持と個人情報の保護 

サービス提供する上で知り得た利用者、家族の秘密を、正当な理由なく第三者に 

漏らすことはありません。この義務は契約終了後も継続します。 

利用者や家族の個人情報等をサービス担当者会議等で用いる場合は、事前に同意 

を得ることとします。 

従業者であった者に、業務上知りえた利用者又はその家族 

秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持 

すべき旨を、従業員と雇用契約内容含みます。 

 

 

９ 事故発生時の対応 

(１)利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利

用者の家族、当該利用者にかかる居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、

必要な措置を講じます。 

 

(２)事業所は、事故の状況や事故に際して採った処置について、記録するととも 

に、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。 

 

(３)利用者対する‐ビス提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠 

償を速やかに行います。 

 

 

１０ 個人情報の保護 

(１) 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保」に関す

る法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切に取り扱うものとしま

す。 

 

     (２)事業所が取り扱う利用者及び家族等の個人情報については、介護サービスの

提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等にお

いて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族等の個

人情報を用いる場合は当該家族等の同意をあらかじめ文書により得るものとし

ます。 

 

 

１１ 虐待の防止のための措置に関する事項 

(１) 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を 

講ずるものとします。 



 

 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置。定期的な委員会の開催とと

もに、その結果について従業者への周知。 

② 虐待の防止のための指針の整備。 

③ 従業者に対し、定期的に虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施。 

④ 上記①～③の措置を適切に実施するための担当者の選定及び設置。 

 

(２) 当事業所は、養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）等による虐

待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを保険者に

通報するものとします。 

 

 

１２ 身体拘束等の禁止 

（１） 当事業所はサービス提供あたって、利用者の生命又は身体を保護するため緊

急ややむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体拘束等」という）を行うことはありません。 

（２） 当事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、 

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事 

項を記録します。 

 

 

１３ 衛生管理 

（１） 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

 
（２） 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 
（３） 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる 措置

を講じるとともに、必要に応じ医療衛生企画課の助言、指導を求めます。 

 
① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月

に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図りま

す。 

② 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的

に実施します。 

 

 

 

 



 

 

１４ 業務継続計画（BCP） 

 
（１） 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス 

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る 

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従 

い必要な事項を記録します。 

（２）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要 

   な研修及び訓練を定期的に実施します。 

（３）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続 

計画の変更を行います。 

（４） 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、看護師等の移動や業務上安全 

確保が困難と判断した場合は、サービス提供時間の変更や中止とさせて頂くこ

とがあります。 

 

１５ 留意事項 

（１) 訪問看護師等は、年金の管理、金銭賃借等の取扱いは一切致しません。独居等

の理由により金銭管理が必要となる場合は、市・区社会福祉協議会等相談窓口を

ご紹介いたします。 

 

（２） 護師等に対する贈り物や飲食等の提供は固くお断りいたします。 

 

（３） 事業所は、訪問看護師等の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制 

を整備しています。 

 

１６ 苦情対応  

 

１ サービスの提供に係る利用者やその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

に、苦情を受け付けるための窓口を設置します。 

事業所は、提供したサービスに関し、国又は地方公共団体が行う調査に協力すると

ともに、国又は地方公共団体から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行います。 

事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連

合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受け

た場は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行います。 

 

２ サービス内容に関する苦情等相談窓口 

(１)法人の苦情等相談窓口 

    所在地   京都市伏見区醍醐上ノ山町 11 番地  

    電話番号  （０７５）５７１－００１０  

    ＦＡＸ   （０７５）５７１－０４７３ 

    担当者   法人本部 佐賀 隆司 

    利用時間  ９：００～１７：００  



 

 

 

（２）第三者委員会の設置 

    当施設以外でも苦情の申し立てを受け付けるために、第三者委員会を 

設置しております。 

➀ 社会福祉法人 勧修福祉会 

特別養護老人ホーム長楽園 施設長     西村 久史 

連絡先 京都市山科区勧修寺仁王堂町１３-３ 

電話 ０７５-５７２-６３１７ 

②尾川税理士事務所長 

社会福祉法人同和園監事          尾川 宣之 

連絡先 京都市東山区本町１０－１９７－３ 

電話  ０７５－５２５－１９１１  

③大谷大学名誉教授 

社会福祉法人同和園監事          佐賀枝 夏文 

連絡先 京都市下京区烏丸通り七条上ル 

東本願寺青少幼年センター メール相談室 

sagaesan@higashihonngannji.or.jp 
 

(３) その他の苦情、相談窓口 

①伏見区役所 保健福祉センター  

健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当 

 電話番号 ０７５－６１１－１１０１ 

②伏見区役所醍醐支所 保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課 

 電話番号 ０７５－５７１－６４７１ 

③山科区役所 保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課 

 電話番号 ０７５－５９２－３２９０ 

④京都市保健福祉局健康長寿のまち 京都推進室介護ケア推進課 

 電話番号 ０７５－２１３－５８７１ 

⑤京都市保健福祉局保健福祉部監査指導課 

   ０７５－７４４－１１５３ 

⑥京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課介護相談係   

０７５－３５４－９０９０ 

⑦その他お住いの区役所、市町村の苦情相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   年   月  日 

 

指定訪問看護サービス、指定予防訪問看護サービスの開始にあたり、本書面に

基づき重要事項の説明を行いました。 

         

社会福祉法人同和園 同和園訪問看護ステーション 

 説明者    瓦葺 美和      

 

 

私は、本書面に基づいて同和園訪問看護ステーションから重要事項説明書、

個人情報利用同意書の説明を受け、同意し、受領しました。 

また、訪問看護サービス、介護予防訪問看護サービスの提供開始と利用料金

の支払いに同意しました。 

 

【利用者】 

住 所                        

 

氏  名                       

 

※利用者は身体の状況等により署名ができないため，利用者本人の意思を確認のうえ、 

私が利用者に代わって代筆しました。 

 

（代筆者）氏 名               （続柄：    ） 

 

【法定代理人】  

住 所                        

 

 

 

氏 名               （続柄：    ） 

 


